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会計年度任用職員（障害者枠）募集要項 

 

令和８年２月１２日 

 

この募集は、障害者を対象とした募集です。障害者以外の方は応募できません。 

応募に当たっては、ハローワークを通じて受け付けておりますので、ハローワークに御相談くだ

さい。 

 

職務内容 ：別添「会計年度任用職員（障害者枠）の募集所属一覧」に記載された各所属における業

務に従事していただきます。 

 

募集人員 ：８名程度 

 

募集対象 ：以下に該当する方は、応募できませんので御了承ください。 

 

・地方公務員法第１６条に該当する者（以下のいずれかに該当する人） 

・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくな

るまでの者 

・群馬県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から 2 年を経過しない者 

      ・人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第６０条から第６３

条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者 

・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他

の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

外国籍の方も応募できます。ただし、就職が制限される在留資格の人は採用されません。 

 

勤務時間 ：以下の①②のうち勤務所属ごとに定める時間となります。（別添「会計年度任用職員（障害者枠）

の募集所属一覧」参照）。 

 

①週３０時間 ９時００分から１６時００分まで（土日休日を除く） 

 

②週２０時間 ９時００分から１５時００分まで 

（土日休日及び別に規定する曜日を除く。週４日勤務） 

 

※①②ともに休憩時間６０分 

※①②ともに所定勤務時間を超える勤務はありません。 

        

勤 務 地 ：別添「会計年度任用職員（障害者枠）の募集所属一覧」に記載された各所属 

 

任用期間 ：令和８年５月１日（予定）から令和９年３月３１日まで。 

      任用手続きが整い次第、任用開始となります。 

      採用後、原則として 1 か月間は条件付採用期間とします。 

      採用者にあっては地方公務員法の適用を受けます。任用期間後については、勤務成績

が良好で一定条件を満たした場合、再度任用されることもあります。（最長３会計年度） 

※ ３会計年度終了後も、公募を経たうえであらためて任用される場合もあります。 
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給与支払日：原則 毎月 1５日（毎月末日締切翌月支払） 

 

給   与：一般事務職 

週３０時間勤務   １級５号給（月額）１５９，４００円 

（年度途中で報酬等が増額又は減額改定される場合あり） 

事務補助職 

週３０時間勤務    １級１号給（月額）１５５，８００円 

（年度途中で報酬等が増額又は減額改定される場合あり） 

週２０時間勤務    １級１号給（時間額） １，２００円 

（年度途中で報酬等が増額又は減額改定される場合あり） 

 

諸手当等 ：給与関係の条例、規則等の定めるところにより、通勤手当等が支給されます。 

期末手当（６月：1．２６２５月、１２月：1．２６２５月） 

勤勉手当（６月：1．０６２５月、１２月：1．０６２５月） 

      ※在職期間等により支給される割合は異なります。 

 

加入保険等：雇用保険、共済組合、社会保険 

 

災害補償 ：非常勤職員の公務災害補償制度又は労働者災害補償保険制度の適用となります。 

 

相談支援体制：障害者職業生活相談員が、職員のいる所属を定期的に訪問し、職業生活に関する相談

対応や助言を行います。 

 

応募方法 ：以下の書類を同封し、指定する宛先まで郵送または持参してください。 

・会計年度任用職員履歴書（別記様式第７号） 

・申出書（群馬県ホームページに掲載された様式により、勤務を希望する所属、配慮を

要する事項を記入してください。） 

※面接前の「職場訪問」を希望する場合は、別紙「職場訪問日程」を御確認の上、申

出書に御記入ください。 

・ハローワークの紹介状 

※必ず、ハローワークを通じて応募をしてください。 

 

なお、履歴書には、業務上有用と思われる資格を記載してください。 

 

郵送の場合：郵便番号３７１－８５７０、前橋市大手町１－１－１、群馬県総務部人事

課企画係宛へ郵送してください。 

持参の場合：平日８時３０分から午後５時００分までの間に、群馬県総務部人事課企画

係（群馬県庁舎８階）へ持参してください。 

 

募集期間 ：令和８年２月１２日（木）～令和８年２月２７日（金）（予定） 

※ただし、応募者多数の場合は、予告なく締め切り日前に募集を打ち切る場合があります。 

一次選考として書類選考を行い、二次選考として面接を行います。書類選考の上、面

接日時等を通知いたします。 

 

面接場所 ：勤務希望所属に関わらず、群馬県庁舎で行います。（前橋市大手町１-１-１） 
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そ の 他 ：応募の秘密については厳守いたします。 

      令和８年第１回定例会における関連予算の成立をもって効力が生じるものとします。 


